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〈論文〉

三浦 耕吉郎

Abstract 
This essay serves as a methodological attempt to recognize, analyze, and describe the social discrimination. We propose a new

framework of awareness we call “structural discrimination” or “relational discrimination”. Structural discrimination is based on the
concept of ‘discrimination understood from a relational standard’ derived from fundamental criticisms of the conventional concepts of
discrimination that have ‘occurred by circumstances’ or ‘occurred psychologically’. A characteristic of ‘relational’ discrimination is
that we sometimes contribute to or cause discrimination regardless of whether we have any prejudice or discriminatory idea as
individuals when we are placed in certain types of relational situations. In this sense, ‘structural discrimination’ tries to understand
discriminatory phenomenon not from a so-called substantial (or subjective) standard, but from a relational standard. In contrast with
discrimination that has occurred by circumstances or psychologically understood from a substantial point of view, it is in a way
‘unintentional discrimination’ resulting from the nature of social relations between those who discriminate and those who are
discriminated against.

エッジを歩く
―手紙形式による差別論講義―

Lessons on Anti-Discrimination Derived from Epistolary Style

ストーカー

いま私の手元には、丸秘の判の押された調査書

のコピーがあります。

十六ページからなる手書きの文書で、表には

「〇〇活動学級講師差別発言の事実調査について」

と書かれています。

これは、教育委員会から事件の報をうけて、あ

る市がおこなった事実調査にかんする報告書です。

もちろん丸秘の文書ですから、本来なら、詳し

い内容に言及することは厳につつしまなければな

りません。ただし今回の場合、この調査書の内容

の多くの部分が、すでに公刊された書物に掲載さ

れていますので、公刊部分と重複するかぎりにお

いて、ここにその内容を転載したいと思います。

地域の児童館に講師として赴いていた男性が、

送迎の車中で、児童館の職員とかわした会話。そ

れが、この事件の主要な部分をなしています。

その男性は、師範学校出身の元教師です。退職

後に、近隣市町村の児童館から折り紙の講師に招

かれるようになり、また、部落で同和研修の講師

をつとめたこともあったということです。

送迎の車がある町にさしかかったとき、この講

師は、同乗の職員にたいしてつぎのような発言を

おこないました。

「この辺一帯は同和部落で、以前はトタン屋根

の家が多かったけれど、いまは母屋普請をして瓦

第１の手紙　　ねたみ意識というけれど



屋根の家ばかりになった」「中にはスーパーもあり、

ないのは銀行だけや」「この辺は、まえは百万円街

道とか一千万円街道とか呼ばれてこわいとこやっ

たが、いまはそうではない」

これをきいた職員が、「百万円道路とか、一千万

円道路と呼んでいる人もいるが、根拠はあるので

すか。ほんとうにあったのですか？」とたずねる

と、講師は、「村には当たり屋が十人ほどいて、地

元の有力者がおしかけてくる」と説明しました。

また、「いくら地区がよくなっても、常識がないか

らあかん。これからは常識をもってもらうよう教

育をしていかなあかん」とも述べたということで

す。

この「差別発言」事件は、いわゆる露骨な差別

事件とは違っています。

もしも、この男性が児童館の講師という身分で

なかったら、職員もその場で抗議をして反省を促

すだけで、部落解放同盟の支部に問題提起をする

にはいたらなかったかもしれません。

しかし、それだけにこの出来事は、現代におい

て、拡散しながら潜在化しつつある被差別部落に

たいする差別意識のありようを、リアルに示して

いるように感じられたのでした。

そこで、私は、ぜひともこの男性に当時の事情

や、そのときの心境について詳しくうかがいたい

と思いました。そして、事前に連絡して、子ども

たちに紙芝居を実演することになっている公民館

へでかけていったのです。

その日に簡単なあいさつをして、一応、調査の

了解をえました。

しかし、具体的な日時をきめる段になると、一

週間たっても、一ヵ月たっても、電話をいれるた

びに男性の返事は、いつも、「いま、子供会や老人

会の行事がたてこんでいて忙しいので、もう少し

してから」というものでした。

それが、半年ほどつづいたでしょうか。しびれ

をきらしたのは、私のほうでした。これは調査に

応じてもらうのはむつかしそうだと判断して、こ

ちらから電話するのを止めました。

きっと、男性のほうでもホッとしたことでしょ

う。もしかすると半年ちかくのあいだ、ストーカー

に追いかけられているような不安を感じていたの

かもしれません。

最後の手紙

前略

久しぶりにお便りいたします。その後、お変わ

りございませんでしょうか。

今から振りかえりますと、その節にはたいへん

ご迷惑をおかけしたのではないかと恐縮いたして

おります。

Aさんにとって、おそらくはことばに尽くせぬで

あろう厳しいご体験について、詳しくお話を聞か

せていただきたいなどと、お気持ちも察せずにあ

つかましいお願いをいたしまして、ほんとうに申

し訳ございませんでした。

おそらくあの頃の私は、いわゆる「差別発言」

というものを、自分の日頃のおこないとは直接関

係のない、どこか遠いところで起こされている他

人事のようにみなしていたのではなかったかと思

います。

そもそも、なんの面識のなかったAさんにたいし

て、こういうぶしつけなお願いができたのもその

せいかもしれません。

もしも、私がその出来事を、いつなんどき降り

かかってきてもおかしくない自分自身の問題とし

てとらえていたならば、もっとちがった依頼の仕

方があったのではないかと、かえすがえすも残念

でなりません。

じつは、このたび失礼をかえりみずにあらため

て手紙をしたためましたのは、この三年あまりの

あいだに、当の出来事にたいする私の受けとめ方
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が大きく変わってきたからです。

いや、もぅ、たくさんだ、昔のことを根掘り葉

掘りむしかえすのはやめてくれ、とAさんは言われ

るかもしれませんね。

ともかく以下は、この件にかんするAさんへの最

後の手紙のつもりで書いていきたいと思います。

少し長くなるかもしれませんが、どうかおしまい

までおつきあいくださいますよう。

差別意識のせい？

『差別はいけません』『差別をなくしましょう』

ということばを、私たちは子どものころから耳に

タコができるほど聞かされて育ってきました。ま

た、こういった標語は、今日、街頭のいたるとこ

ろで目にすることができます。

でも、いくらそうした正論をくりかえし唱えて

も、その効果には限界があるように思います。

なぜなら、本気で差別をなくそうとするなら、

まずはじめに、自分たちがどのように差別をおこ

なっているか（あるいは、おこなってきたか）を、

徹底的に知らなければならないからです。

差別をおこなった理由として、よく、当人のも

っている差別意識があげられます。Aさんも、「こ

の辺は、まえは百万円街道とか一千万円街道とか

呼ばれてこわいとこやったが……」という発言を

ただされたときに、「私の心のどこかに差別意識が

残っていたと思います」と答えていましたね。

たしかに、差別的な行為（発言）の原因を当人

の差別意識にもとめる説明の仕方は、どんなケー

スにもあてはめられるので、とても便利な方法で

す。しかし、ほんとうのところは、それではなに

も説明したことにならないのです。

そのわけは、（1）私たちは、たとえ差別意識を

もっていたとしても、かならずしも差別的な行為

や発言をおこなうとはかぎらないし、反対に、差

別意識がまったくない場合であっても、差別をし

てしまうことが往々にしてあるからです。

しかも、それだけではありません。（2）差別意

識ということばには非常にあいまいなところがあ

りますが、じつはそれは、差別ということば自体

のあいまい性に由来しています。いいかえれば、

（3）私たちの社会において、なにが差別で、なに

が差別でないかという境界線をひくことは、それ

ほど容易ではないのです。

このようにいうと、解放運動をしている人たち

のあいだから、すぐにも批判がよせられそうです。

というのも、運動をする側にとっては、『差別を

見抜く眼』とか『差別をしない心』といった運動

スローガンをみてもわかるように、「なにが差別で

あるか」は自明な事柄だとみなされているからで

す。

たしかに、この社会で合意ができている「自明

な差別」があることは事実です。また、その合意

の形成にたいして、解放運動がはたしてきた役割

をみとめることに、私はやぶさかではありません。

しかしながら、そうした「自明な差別」の周辺

には、それが差別かどうかにわかには判別のつか

ない微妙な行為の領域が広がっているのです。そ

の点を認めるなら、結局のところ、（4）自分たち

がどのように差別をおこなっているかを知る手だ

ては（その差別が双方に納得のいく「自明な差別」

でないかぎりは）、あなたは差別をおこなったとク

レームをつけてきた人たちと対話をおこなってい

くことからしかえられないのです。

類推の罠

それでは、Aさんの主張のどこが差別発言だと、

市の同和対策部の指導員は指摘していたのでしょ

うか。

調査書をよむと、問題とされているのはつぎの

二点です。

（Ⅰ）「百万円道路、一千万円道路」発言にかん



する根拠の有無について。

（Ⅱ）同和対策事業にたいする評価や受けとめ

方について。

まず、第一点にかんしては、「百万円道路という

ことを、どこかで聞かれたのか？　なにか根拠が

あるのか？」という問いかけにたいして、Aさんは、

「それは、そういうようなことを言うてらるなー、

というふうなことを耳にはさんでおったために、

それが口にでたと思います」と答えています。

また、「地元の有力者が大勢おしかけてくる」と

いう発言についても、同様に、「噂で、まえはあっ

たという記憶がございます」といっていました。

指導員が、「（個人の）推量や空想では理解でき

ない。全部話していただいて、今後の反省材料と

したい」ときびしい口調でせまっている背景には、

いまだに部落にたいしてそうした噂がささやかれ

る現実があります。

世間からの噂を鵜のみにしてしまったばかりで

なく、それをさらに公言したこと。それが、この

たびの「差別発言」事件のきっかけとなったこと

はたしかです。

たとえ悪意はなかったにしろ、差別を助長しか

ねない噂を、世間話のノリで気軽に口にのせてし

まうようなAさんの態度は、やはりかぎりなく差別

的行為に近いといわざるをえません。

しかも、その発言は、たんに噂話の域に留まっ

てはいなかったのです。「当たり屋」にかんする部

分で、彼はこうも言っていました。

「十五年ほどまえ、大阪のB町でそういう目にあ

ったことがあり、そういう経験があってでたこと

ばと思います。」

つまり、Aさんの発言のなかでは、地域に流布さ

れている噂と、べつの地域でのみずからの経験が

巧妙にミックスされて、いかにもそれらしい（？）

はなしに仕立てあげられていたのでした。

おそらく、「村には当たり屋が十人ほどいて……」

という偏見にみちたつくり話が、地域にかねてか

らある噂とまことしやかに結びつけられてAさんの

口にのぼったことが、送迎で同乗していた職員や、

市の同和対策部の指導員に、つよい危惧を抱かせ

たのだったろうと思います。

いま私は、「つくり話」といいました。しかし、

それはたんなる空想によるつくり話ではなくて、A

さんが、じっさいに自分の体験をもとに類推をお

こなう過程で生みだされたものでした。

［大阪のB町での体験］ ＋　［近隣の噂］ →

［差別発言］

私はさきに、差別発言の原因を当人の差別意識

にもとめるだけでは、なにも説明したことになら

ないと述べました。

それは、こうした類推の仕方にこそ、もっと注

意を払うべきだと思うからです。じっさい、私た

ちもまた、根拠の不確かな噂を耳にしたときには、

それまでの自分の体験をもとにして、噂の真偽を

判断してきたのではなかったでしょうか。

ただ、Aさんの場合には、不幸にも大阪での経験

が近隣の噂を受容するかっこうの土壌になってし

まったわけです。もちろん、噂をうけいれたあと

の「当たり屋」云々のさらなる潤色（虚偽の事実

の捏造）は、とても見過ごしにできないものです。

しかし、それさえも、経験と噂からの類推とい

う点では、Aさんひとりの問題ではないように思い

ます。なぜなら、いったん近隣の噂に信憑性を感

じとってしまえば、「それなら、当たり屋がいたは

ずだ」といった類推までは、ほんのわずかな一歩

でしかないからです。

たしかに、Aさんのなかの差別意識（部落には

「当たり屋」がいるに違いないという偏見）が、こ

の差別発言を生んだという解釈は可能ですし、じ

っさいこれほどわかりやすい説明はありません。

けれども、こうした説明が私たちに見落とさせ

てしまうこと。それは、私たちが普段なにげなし
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におこなっている類推行為が、部落差別をひきお

こさせる罠を、（私たちに差別意識があろうとなか

ろうと）不断にしかけているという事実だったの

です。

それは差別だろうか？

調査書が問題にしていた第二の点。それは、Aさ

んの、同和対策事業にたいする評価や受けとめ方

にかかわることでした。

「中にはスーパーもあり、ないのは銀行だけや」

という発言の真意を問われて、Aさんはこんなふう

に答えています。

「銀行やとか、そういうものはない（けれども）、

それはもぅ、いたれりつくせりですわ、というよ

うに思います。」

さらに、「いたれりつくせりとは、どういうこと

か？」「うまいことをしているという気持ちではな

いのか？」という、重ねての問いかけにたいして、

Aさんは、「なにひとつ不自由はないやろと思いま

した」「うらやましいという感じがあったのはたし

かです」と正直に述べていました。

このやりとりのなかで、質問する側に、ある特

定の方向へ回答を導こうという意図のあったこと

はあきらかです。

同和対策事業がはじまっていらい、「あたらしい

差別意識」として批判のまとにされてきたいわゆ

る「ねたみ意識」をAさんのなかに見ようとする意

図がそれです。なるほど、さきのような差別発言

のせいで、「ねたみ意識」への追求がいっそう厳し

くおこなわれたということはあるでしょう。

それにしても、私にとってどうにも釈然としな

いのは、指導する側が「ねたみ意識」をぜがひで

も差別行為に結びつけようとしている点です。

「トタン屋根が、瓦屋根になった」「ないのは銀

行だけや」（さらに、「これはみな同和対策事業で

建てられた団地や」というセリフもあったという

ことですが）などの発言に込められていた「いた

れりつくせりですわ」とか「うらやましい」とい

った感情。

しかし、そうした感情は、持ち屋を手にするた

めに莫大な借金をかかえ、おまけに高率な金利に

なやまされているおおくの生活者に共通するもの

であったといってもけっして過言ではないでしょ

う。

さらに誤解をおそれずにいえば、「いたれりつく

せりですわ」という認識自体、ある面では、これ

までおこなわれてきた同対事業にたいする根本的

な批判になっているようにも思います。

ただし、「いくら地区がよくなっても、常識がな

いからあかん」という発言にかぎっては、なかな

かきわどい表現だといわざるをえません。

その発言にたいして、部落にたいする偏見その

ものではないかと非難することは、たしかに可能

でしょう。

でも、他方では、部落の会館をめぐって折り紙

を教えたときに、子どもたちの行儀がわるかった

とAさんが述べているところからすると、それを、

彼の体験からでてきた部落にたいする批判のこと

ばと解釈することもできるのです。

このようにみてくると、Aさんの発言のなかには、

あきらかな偏見とわかるものから、部落にたいす

るある種の批判としてうけとれるもの、そしてさ

らに、その中間にあって偏見とも批判ともとれる

ものが、混在しているのがわかります。

しかし、考えてみれば、こうした状態が普通な

のかもしれません。

私たちが、いったん、同対事業や部落に住んで

いる人たちにたいして本音で批判をおこなおうと

おもえば、右へ傾けば差別、左へ傾けば差別でも

なんでもない、そうした狭いエッジのうえをよた

よたと歩いていくしかないのでしょう。

手紙にも書きましたように、差別意識の持ち主



というAさんにたいする以前の見方が、この三年ば

かりのあいだに、このようにして差別と非差別の

エッジのうえを歩いてきた人という見方へと変わ

ってきました。

そうなるとほんとうに、Aさんの出来事は、もぅ、

他人事とは思えなくなってきたのです 1。

第２の手紙　　アイデンティティ以前

住所が違う

ひとしきりお話をうかがったあと、予定の時刻

もせまり、そろそろお暇しようとお礼のことばを

口にしかける、ちょうどそんな頃合い。

はじめは緊張気味だった場の空気もやわらいで、

おたがいの顔になごんだ表情が浮かび、ときおり

笑みもこぼれるようになったころ。

「おぅ、そうじゃ」

と、話し手の側から、なにか大切なことをいい

わすれていたとでもいうように切りだされる話題。

そのひとつに、現在の住所にちなんだものがあり

ました。

この機会に、ちょっくら、話しておきたい、あ

るいは、ぜひとも、聞いておいてもらいたい、と

いったきっぱりとした口調があきらかなので、腰

をあげかけていた私たちも、座りなおしてまた耳

を傾けることになります。

ひとくちに住所にかんすることといっても、さ

まざまなケースがあります。ただ、それらに共通

していえるのは、いま住んでいる場所の住居表示

が部落の地名や番地と違っていることからくる、

とまどいや複雑な心情が語られているという点で

す。

はじめのうち、それがどういう意味をもってい

るのか、私にはよくわかりませんでした。どうし

て、その程度のことにこだわるのだろうと、首を

かしげたことも幾度かあったのです。

それは、そうした話題が往々にして、せっぱつ

まった、というよりも、どこか冗談めかしてなさ

れることが多かったからかもしれません。

でも、そんな受けとめ方しかできなかった私は、

うかつだったと言わざるをえません。住所（地名）

をめぐる問題こそ、部落差別をおこす引き金の役

割を長いあいだ果たしてきたのですから。

自分の住所を名乗るという行為。

それは、私たちにとっては、ふだんとくに気に

とめることもなくおこなっている、いわば息を吸

ったり吐いたりするのと同じくらい無自覚な行為

です。

ところが、部落に住む人にとって、部落の住所

を名乗ることはまったく違った意味合いをもって

います。なぜなら、それは、とりもなおさず自分

が部落の人間だということを、相手にはっきり告

げるに等しい行為だからです。

しかも、聞き取りの場で話題になっていた事態

というのは、それとも違って、さらにいっそう複

雑な問題を突きつけていたのでした。遅ればせな

がらそのことに気づかされたのは、直接、つぎの

ような訴えを聞いたからです。

結婚したとたん

このときも、また、聞き取りの最後の十分ほど

のあいだの出来事でした。その話題は、それまで

の話の流れからいえばいかにも唐突と感じられる

仕方で、語り手の側から、こんなふうに切りださ

れたのです。

「私、職場とかでもね、『どっからきてあんの

や？』とかいうてね、おっちゃんがようしゃべら

関西学院大学　人権研究, 第13号　2009.3
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はるわけですわ。で、独身のときやったらね、そ

れこそそんなこと何にもなしに、かえってこれ

（住所）をいうことで、ああ、そこやったらわしも

知ってる人いるで、とかで、利点がうまれてくる

ことが多いかなとおもって、ほんとにすんなりと、

聞かれんうちからもいえたことがね。結婚したと

たん、やっぱり差別があるっていうことを知って

るわけやから、それを言ったら、やっぱり、この

人の見る目が変わるんやないかというおそれが、

うん、結婚したとたん、やっぱりでてくるわけで

すよ」

結婚によって、あらたに部落に住みはじめるこ

と。それは、長いあいだ部落に住んできた人とも

また、非常に違った体験です。

いってみれば、昨日までと、今日からとで、自

分の社会的な位置なり立場が決定的に変わってし

まう、そんな劇的な体験を彼女たち（あるいは彼

ら）はしてきたのでした。そのときに感じたとま

どいを、彼女は率直にこう表現しています。

「住所を言うことで、なにも変わらないし、そ

れは現実っていうか、事実を言っているだけやの

に……。そこまで、やっぱり構えんならんのは、

なんなんやろうって、そうおもいましたよ」

彼女を、それほどまでに周囲にたいして構えさ

せたもの。それが、こちらを見る相手の視線が、

以前にくらべてガラッと変わってしまうことへの

恐れであったことは、すでに述べられていました。

いいかえれば、（はたして、あるかないかわから

ないけれども）相手の差別意識にたいしてあらか

じめ予防線を張りめぐらせておく（あるいは、身

構えることで、万一のばあい自分にもたらされる

痛手をすこしでも和らげる）、といった意味合いが

彼女のいう「構え」のなかにあったのはたしかで

す。

しかし、彼女をためらわせたのは、そうした他

者のなかにひそむ差別意識だけではなかったので

す。

そのときの自分自身の心の揺れをふりかえりな

がら、彼女はこんなふうにも述べていました。

「で、そのときに、それはなんやろう（とおも

うた）。差別がある現実（がそうさせるの）やろう

か、（それとも）自分のなかにのこっている差別意

識やろうか、って。（いずれにしても）差別をみと

めている部分が、自分のなかにあることになる…

…」

結婚まえならば、聞かれなくても自分からいえ

た住所。それが、結婚すると同時に、すんなりと

口にできなくなってしまう……。

その理由を、彼女はまず、周囲の人たちがもっ

ている差別的な意識（「差別がある現実」）を感じ

るがゆえのことだろうか、と自問しています。し

かし、それだけではないだろう……と、より深く

自分自身を問いつめていくのです。

その結果たどりついたのが、「差別を認めている

部分が自分のなかにある」というきわめて微妙で

ありながら、かつ、きびしい結論であり、そのこ

とがまた、「自分のなかに残っている差別意識」に

たいする認識へとつながっているのでした。

なんのこだわりもなく嫁いできたつもりが、結

婚するやいなや、住所の問題を介してみずからの

差別意識に直面させられてしまうというのは、あ

まりにも酷い話ではないでしょうか。

けれども、そのとき彼女がほんとうに訴えたか

ったのは、それとはべつの事柄だったのです。

「間をもたな言えへん」

そして彼女は、こんなふうにつづけました。



「だから、どういうふうにでもいえるわけです

よ。このへん全部、〇〇学区っていうんで、うん、

〇〇のほうやわ、とかね。ま、その〇〇のどこや

っていわれたら、まぁ、私、正式にはCの町内で、

C町ですっていえばいいですけど……、あのう、そ

れがね、私、自分のなかで葛藤があって……」

ここで彼女の葛藤を理解するためには、まず、

彼女の住んでいる町内の地理的および行政的な位

置関係に触れておかなければなりません。

彼女がじっさいに属している町内は、じつはC町

ではなく、そのとなりにあるA町です。彼女の現住

所が「正式にはCの町内」になっているというのは、

彼女の住んでいる場所が、行政区分によって、た

またまC町側に編入されていたからでした。

つまり彼女は、結婚してAという部落の住民にな

ったにもかかわらず、住所にかんしては、家の建

っているC町の番地を名乗るようになった、という

わけです。

それでは、こうした事態が、いったい、どのよ

うな混乱を彼女のなかにもたらしたのでしょうか。

さらに、彼女の悩みに耳を傾けてみることにしま

しょう。

「私、自分のなかに葛藤があって。で、友だち

とかにでもね、『結婚した』『どこへいったん』と

か言われたときに、たぶんここ（C町）にきてなけ

れば、すんなりと言えたとおもうんですけど。こ

のA町っていうことが。で、そこで言うんやけど、

その、間をもたな言えへんかったっていうのがね、

自分のなかで『なんでやったんやろう』ってずう

っとまた考えおる……」

彼女のなかで結婚の当初にあった迷いは、すで

に克服されているようです。

たとえ、相手のこちらを見る目が変わろうが、

変わるまいが、ともかく住所をたずねられたら「A

町」と部落の名前でこたえようという覚悟が彼女

のなかでできあがっているのは、この短い発言か

らもわかります。

ところが、その覚悟を揺るがしたり、揺るがし

はしないまでも、一瞬のためらい（「間」）を返答

のさいにどうしてももたらしてしまうもの。それ

が、住所が部落外であるという、単純な、しかし

厳然とした事実だったのでした。

しかし、「間をもたないえへんかった」ことにた

いして徹底的にこだわりつづける彼女の姿勢を、

私たちは、ほんとうに理解できているでしょうか。

おそらく、結婚していらい今日にいたるまで、

できれば部落の名前を口にするのを避けようとす

る、自分のなかのもうひとりの自分との闘いをつ

づけてきた当の彼女にしか、そのこだわりの真の

意味を理解することはできないでしょう。

たとえば、そうした自分自身との闘いについて、

彼女はこうも言っていました。

「でも、私は（A町と）言う。それでごまかして

しまったり、言わへんかったら、もぅ、ほんま、

一生たちなおれへんのちゃうかとおもうんで、そ

っちのほうがこわい。まぁ、言ったあとの相手の

反応とか、それからの相手との関係も修復可能や

けど、言わへんかった自分ていうのを、自分がま

た立て直せるっていう自信はほんまにないんで、

やっぱり、言う」

アイデンティティ以前

それにしても、みなさんのなかには、彼女は住

所にかんして、ちょっとこだわりすぎなんじゃな

いかと思う人もあるでしょう。

たしかに私自身も、「間をもたな言えへんかった」

にしても、ちゃんと部落名を言えているのだから、

もう、こころの葛藤は克服できているのではない
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かと、彼女にたいして、もうすこしで口にしてし

まうところでした。

でも、彼女がほんとうに言いたかったのは、そ

の先のことだったのです。

それは、子どもさんのことでした。子どもが物

心ついたときに、どちらの住所を名乗るかという

ことで、また、自分とおなじような葛藤に直面す

るのではないかという心配です。

「あなたのお父さんは、同和地区出身で、あな

たもだから、地区出身者ていわれる現実があって、

でもこうこうで、いま家がある住所はここやと、

ね。そしたら、だれかに住所を聞かれたときにそ

の子が、たとえばじっさい住んでいるところの住

所を言うことはけっして間違いじゃあないでしょ。

でも、その現実がある部分ね、なにかがあって、

そこがわかってきたときに、その子がそれ言うた

こと、間違いじゃないし、なにもないときは、そ

の子の逃げでもなんでもないんやけど、なんか、

そこらへんのとこがでてきたときに、私はもう、

ほんと自信がないんです」

たしかに子どもさんにとっては、物心がつくま

えから二つの帰属先があることになります。

ひとつは、現住所のあるC町。

もうひとつは、子ども会や祭りなどの町内活動

の母体となっているA町。

したがって、「どこの子や？」と人に聞かれたと

きには、幼い子どもにとっては、二通りのこたえ

方が用意されていて、基本的には、そのどちらで

こたえようともかまわないはずです。

ただ、彼女がいまから心配しているのは、A町が

部落であるということが子どもにおぼろげながら

わかってきたときのことです。

そのときでも、現住所のC町を名乗ること自体は、

けっしてまちがいではありません。いや、むしろ、

住所を聞かれたときに、あえてA町を名乗るほうが

不自然なのかもしれません。

両親の側には、子どもが部落の人間であること

を隠さなくてもすむように、あえて家を部落内に

もつことにきめた経緯があります。

「ここ（部落であるA町）に住んでて、ここを言

うっていうことは、現実やし、事実やし、そこを

言うんやし、子どもも隠さんでもいいし、隠した

というて思われんでもええし。で、そこらへんも

あって（部落から外へでることをせずに）ここへ

住んだんやけど、たまたま、うちの地先がC町に、

そのう、なってたんで……」

ですから、ゆくゆくは子どもに「A町の子や」と

胸を張って言ってほしいとの気持ちが強いようで

す。

でも、人前で「A町の子や」というのは、いまだ

に勇気のいる行為であることにちがいありません。

したがって問題は、まず、そうした現実があっ

て、子どもごころにその現実に気づきはじめたと

き、その子にとって、もはやそれまでのように無

邪気にはC町を名乗れなくなってしまう、という点

にあります。

A町が部落であることを知ることによって、C町

を名乗ることは、たんに事実を言っただけとはい

えなくなります。おそらく、A町と名乗らなかった

ことにかんして、あとあとまで、なんともいえな

い後ろめたさが残るのではないでしょうか。（なぜ

なら、自分にはそんなつもりはなくとも、結果と

して、部落の出身であることを隠したことになっ

てしまうわけですから。）

そうした後ろめたい思いのなかで、たとえば、

自分のどこかに逃避の気持ちがあったのではなか

ったか、とか、出自を隠すことによって差別に加

担してしまっているのではないか、といったさま

ざまな疑念や葛藤がわきおこるかもしれません。



すなわち、いってみれば、行為の選択（A町とC

町とどちらを名乗るか）の瞬間に、子どもたちも、

そしてそれを語ってくれた母親たちも、つねに、

差別をする側と差別をされる側のはざまに立たさ

れつづけねばならないのです。

これは、みずからのアイデンティティがまだは

っきりと自覚されていない小学校や中学校ぐらい

の子どもたちにとって、あまりに苛酷で、不条理

な経験だとはいえないでしょうか。

ふだん、なかなかはっきりと表現されることの

ない、子どもたちの心の揺れ。

この女性のことばは、それを的確にすくいあげ

ていたように思います。

同対事業によって、おおくの部落が隣接する諸

地域へとひろがっていっている現在、すでにこれ

は、部落に住む限られた一握りの人たちだけの体

験ではありません。

あるいは、こうもいえるでしょう。

これら二通の手紙で触れてきたように、現代社

会に生きる私たちにとっては、このように差別を

する側と差別される側のはざまに立たされるとい

う体験は、それほど珍しいことではないのではな

いでしょうか 2。

第３の手紙　　あらたな始まりにむかって

差別と向きあう

これまでの手紙のなかで、試みてきたこと。

それは端的にいえば、被差別部落で、そして現

代社会で、差別と向きあって生きるということが、

いったいどのような事柄であるかを、いろいろな

人たちの具体的なケースに即しながらみていくこ

とでした。

最後のこの手紙では、そうした他の人たちのケー

スではなしに、自分たち自身のことについて考え

てみたいのです。

ところで、長い人生のなかで、私たちがじっさ

いに差別と向きあうのは、はたしてどんなときで

しょうか？

自分が差別されていることに気がついたり、人

からあなたは差別をしていると言われたとき、た

しかに私たちは差別問題に直面します（または、

直面させられます）。

しかし、そうした機会は、そういつもあるわけ

ではありません。

かくいう私自身も、もしかすると身近な人にた

いして、ながいこと差別的な行為をおこなってき

ておりながら、（相手の人が抗議をしないために）

それにまったく気づいていない、ということだっ

て十分にありうる話です。

（差別されている）相手の痛みをわかる人にな

りなさいといっても、それには限度があります。

ですから、逆説的に聞こえるかもしれませんが、

「私は差別なんかしていないし、するはずがない」

とか「自分は差別行為とはまったく無縁な人間だ」

と思いこんでいる人ほど、往々にして、たとえ差

別的な現象を目のまえにしていても、なかなか気

づけないものです。いや、それどころか、そうい

う（「自分が差別をするわけがない」と思いこんで

いる）人こそ、きっかけさえあれば、差別をする

可能性がきわめて高いといっても過言ではありま

せん。

おそらく、いま、私たちに必要なのは、自分た

ちがどのように差別に加担しているか（あるいは、

加担させられているか）ということに、鋭敏にな

る（たえず注意をはらっておく）ことではないで

しょうか。

とりわけ、この複雑な現代社会にあっては、私
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３ なお、「構造的差別」という考え方については、三浦編『構造的差別のソシオグラフィ　差別を書く/差別を解く』世
界思想社、2006年、も参照のこと。

たちは、自分自身では差別をしているという自覚

をもつことなしに、知らずしらずに差別に加担さ

せられてしまっているという事実（それを、私た

ちは、後述するような「関係的差別」ないしは

「構造的差別」と呼んできました 3）を踏まえるこ

となしには、とても正面から差別と向きあうこと

などできません。

だからこそ、私たちは聞き取りをつうじて、他

者の声に、じっと耳をすませてきたのでした。

それらの声は、日夜、差別と向きあって暮らす

ことのシンドさを伝えてくれるとともに、私たち

がどのように差別をしているかという点について

も、さまざまなことを教えてくれます。

被差別部落での聞き取り調査は、私たちにとっ

て、部落に住む人びとの思いを理解するだけでな

く、自分自身を差別に向きあわせるという意味に

おいても、きわめて有効な方法なのです。

部落差別は解消しつつある？

「もぅ、部落って、無くなったんじゃあなかっ

たんですか？　いま住んでいるところの近所にも、

昔は部落だったっていうところはありますけど…

…」

以前、真顔でこんなふうな質問をしてきた学生

をまえにして、私は、ふと、こうした物言いに妙

に納得しそうになっている自分自身にきがつきま

した。それはそのとき、教育の現場で部落問題に

かかわっている先生方のご苦労を、一瞬、かいま

みたように思ったからです。

私たちはこれまで、教育や啓発の場で部落問題

に言及するとき、部落の場所と名前を特定するこ

とをできるだけ避けてきました。それは、部落を

名指しすることによって、差別を助長することを

恐れたからです。

しかも、部落差別を解消させることが大きな国

民的な課題になっており、じっさい同和対策事業

や啓発活動によって差別が解消の方向へ向かって

いるという現状認識があるときに、部落の実状を

まったく知らない子どもたちをまえにして、先生

方が「昔は部落と呼ばれていたところがあって…

…」という仕方で切りだして授業をおこなうのも、

なるほどひとつのやり方ではあるなぁ、と思った

わけです。

ただ、私自身がどうしても納得がいかないのは、

現在、部落差別は解消しつつあるという、まさに

そこで前提とされている現状認識にかんしてです。

たしかに、むかしのように露骨な差別（あから

さまな蔑視や排除）がおこなわれることは少なく

なったかもしれません。

しかしそれを、即、差別の解消（あるいは、差

別が解消に向かうきざし）とみなしてほんとうに

よいのかどうか？　私にはむしろ、ただ、差別の

かたち（形態）がかわっただけのようにも思われ

るのですが……。

というのも、じつは私は、ある時期、たてつづ

けに二件、学生から、部落出身の相手との結婚を

親に反対されている、という相談をうけたことが

あります。

一件は、すでにおわった（つまり、結婚を断念

した）という内容の告白で、もう一件は、当人の

ことではなく、友人が親に反対されているがどう

したらいいだろう、という相談でした。

これまでの人権教育がもっているおおきな欠陥

のひとつが、差別はいけないというタテマエをく

りかえすのみで、親に結婚を反対されたときの切

り抜け方（処世の知恵）についてはまったく教え

てこなかった（教えることができなかった）こと

もあるでしょう。



ともかく、このように表だって問題化しないと

ころで自主的に（！）断念されていく結婚がいっ

たいどれだけの数にのぼるのか、私たちには知る

すべもありません。

結婚や就職といった人生の節目で、いまだに多

くの差別が生じているという事実。こうした点か

らすれば、「差別は解消されている」というにはほ

ど遠い状況に私たちはいるように思います。

こうした部落差別のかたち（あらわれ方）にお

ける変化。それは、つぎのような事態からも、か

いまみることができるのではないでしょうか。

私たちの聞き取りをまとめた本 4 をよんだ学生た

ちが書いてきた感想のなかにこういうものがあり

ました。

「被差別部落の人が差別をうけているという事

実は知っているのに、その人びとの生活というの

がまったくみえなかったために、私の頭のなかで、

『部落』は自然に『不思議なところ』になっていた。

いってみれば、私のすむ世界とは、まったくべつ

の世界である。部落にすむ人は『差別される人』

で、その生活は想像することができなかった。私

がこの本をよんでおもったのは、貧しいけれども

生活しているんだということである。このように

かくと、『生活していない』とおもっていたともと

れるが、正直いって、そういう部分があった。し

かし、このような考えをもつ人はおおいのではな

いだろうか。部落の人は、差別される人で、なに

をしているのかはわからない……」

義務教育で何年にもわたり同和教育をうけてき

た学生が、こうした心境を吐露せざるをえない状

況をどう考えたらよいでしょうか。

本来、それぞれに異なる生活を営んでいた個々

の部落を、十把一からげに「部落」という、具体

的な生活感を欠いた画一的イメージのなかにおし

こめて理解する傾向が、教育や啓発のみならず、

あらゆるところで、このところとみに強まってい

るようにおもいます。

どこにあるかわからない部落……むかし部落と

よばれていたところ……だれが、どんな生活をし

ているかはわからない……不思議な場所としての

部落。

こんな抽象的な部落イメージにもとづいた差別

が、部落差別のあらたな段階（形態）をかたちづ

くらないという保証はどこにもありません。

「実態的差別」と「心理的差別」？

いま、私は、部落差別のあらたな段階といいま

した。

その理由は、私が、一九六九（昭和四四）年に

おける同和対策事業特別措置法の成立はもちろん

のこと、同対法をひきついだ一連の特措法が失効

した現在もまた、近代日本における部落差別のあ

らたな段階を形作るひとつの画期としてとらえて

いるからです 5。

このように書くと、これらの対策はその時々に

あって、差別の解決ないし解消を第一にかんがえ

てなされた政治的対応ではなかったかと、疑問を

いだく人もあるでしょう。

しかしながら、これまでの歴史が教えてくれて

いるのは、差別の解消をめざしておこなわれた政

治的介入はいずれも、たしかに従来の差別の形態

を解体することに役立ちはしたけれども、その一

方で、つねに予想もしなかったあらたな差別（の

形態）を生みだしてきた、という点でした。
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４ 反差別国際連帯解放研究所しが編『語りのちから　被差別部落の生活史から』弘文堂、1995年。
５ この点については、拙稿「「部落を認知すること」における＜根本的受動性＞をめぐって―慣習的差別、もしくは＜
カテゴライズする力＞の彼方―」『解放社会学研究』20号、2008年、を参照のこと。
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６ 上杉聡『明治維新と賤民廃止令』解放出版社、1990年、を参照。

住宅・居住環境、健康状態、就学状況、就労・就

業状況にかんする格差としての「実態的差別」は

解消の方向へ向かっているけれども、差別意識は

依然として根深く存在しているので、これからは、

この「心理的差別」の解消のためにいっそうの教

育や啓発活動をすすめていかなければならない、

というのがこの報告書の主要な結論のひとつでし

た。

私のいだいている疑問というのは、じつは、こ

の「実態的差別」と「心理的差別」という認識の

仕方自体にかかわるものです。

たとえば、「ねたみ意識」についてみても、事業

がおこなわれている周辺に住んでいる住民が「う

らやましい」とか「いたれりつくせりだ」と思う

のは、むしろごく自然な感情であって、それが即、

差別意識だとはいえないことはすでにみてきたと

おりです。

そして、その「ねたみ意識」が、部落の住民を

排除する方向へ働くか、あるいはまた、事業のす

すめ方や手法にたいする正当な批判を提起する方

向へと赴くかは、基本的には、「ねたみ意識」をも

つ人と部落に住む人たちとがどのような関係をと

り結んでいるかによって変わってくると思うので

す。

また、「実態的差別」をなくすための政策が、部

落住民と近隣住民を「公的に区分する」というか

たちで両者のあいだにあらたな関係性（はっきり

目にみえる差異や隔たり）をつくりだしたことが、

「ねたみ意識」の生ずる直接の原因であったことは

あきらかです。ここでも問題は、「ねたみ意識」そ

のものではなくて、部落住民と近隣住民を隔てる

関係性にあることは、強調されてしかるべきです。

このようにみてくれば、つぎのように問うてみ

ることも、けっして的外れではないはずです。

その意味では、一八七一（明治四）年の太政官

布告（穢多・非人の身分を廃止するいわゆる「解

放令」）が、あらたに「新平民」という身分をつく

りだすことによって、そしてまた、穢多・非人身

分からそれまでの特権を奪いとることによって、

近代における部落差別の基盤を創出するという皮

肉な結果をもたらしたことは、もっと注目されて

よいでしょう。（もっとも、最近の研究では、「解

放令」は、それまでの穢多やかわた身分を明治国

家の租税や徴兵の体系にくみいれることを目的と

しておこなわれたものであって、そもそもはじめ

から差別の解消を意図して発令されたものではな

かったことがあきらかにされてきているのですが

……）6

じっさい、三十年にわたる同和対策事業を総括

した地対協の報告書（一九九六年三月）において

は、つぎのように述べられていました。

「……（これまでの諸事業に）深刻な課題が残

されているとともに、現時点でみれば反省すべき

点も少なくない。事業の実施に当たって周辺地域

との一体性を欠いたり、啓発などのソフト面の取

り組みが不十分であったことにより、いわゆる

「ねたみ意識」が表面化するなど差別意識の解消に

逆行するひずみが指摘されてきた。また、これら

の特別対策は、施策の適用上、地区や住民を行政

が公的に区別して実施されてきたものであり、そ

れが住民の意識に与える影響等、この手法に内在

する問題点も指摘されている」

これは端的にいえば、同対事業が、意図せざる

結果としてあらたな差別意識（「ねたみ意識」）を

生みだしてしまったということです。

同対事業（地域改善対策事業）の進展によって、



すなわち、部落差別を認識していくうえで、「実

態的差別」とか「心理的差別」という枠組みは、

今日的な状況においてどこまで本質的なものなの

でしょうか？

むしろ、日々の営みのなかにあって部落に住む

人たちと部落外に住む人たちとがとり結ぶきわめ

て多様であり、かつ複雑な関係性の存在を、そう

した概念が反対に、覆い隠してしまうことはなか

ったでしょうか？

関係的差別という視点

私たちのおこなっている聞き取りの記録をみて、

ある小学校の先生が驚きの声をあげたことがあり

ました。

「（調査目的で）よそからきた人がスーッと部落

にはいっていって、こういった差別にかかわるプ

ライベートな体験を話してもらえるなんて、私に

は信じられないことです。いったい、どうしたら

そんなことが聞きだせるんですか？　教えてほし

いくらいです。私たちもまえまえから、それ（部

落の人たちから経験をきくこと）が必要だという

ことはわかっていたんですけど、まったくきっか

けがつかめなくて……」

じつは、こういう話を聞いて心底驚いたのは、

私たちの方でした。

学区内に部落があるからには、おそらくその小

学校においても、これまで同和教育が熱心におこ

なわれてきたに違いありません。

けれども、じっさいに部落に住んでいる人たち

（親たちだけではありません）と教師のあいだで、

たがいに部落の現状を伝え＝伝えられあう関係が

つくりあげられていないところで、いったいどの

ような同和教育が可能でしょうか。

それこそ、そうした同和教育をうけてきた子ど

もたちが、「部落に住んでいる人たちは、どんな人

たちで、どういう生活をしていているのか、まっ
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たく想像することができません」という感想をも

らすのは、なかば必然的な結果だといってもよい

でしょう。なぜなら、教える側の当の教師が、部

落での生活やそこに暮らす人たちの現状にかんし

てリアルなイメージをもてないでいるのですから。

さてそれでは、問題は、いったいどこにあるの

でしょうか。

それは、やはり、これまで部落問題にかんする

私たちの思考を、じつに長きにわたって拘束しつ

づけてきた「実態的差別」とか「心理的差別」と

いう認識枠組み自体にあるようにおもいます。

私は、あらゆる差別の本質というのは、実態面

における格差とも、また心理面における偏見とも

ちがって（これらが、状況しだいで差別の要因に

なりうることは認めますが）、もっと深い人と人と

の関係性の次元にあるととらえています。

ですから部落差別にかんしても同様に、それが

「実態的差別」や「心理的差別」であるまえに、な

によりも「関係的な差別」であるという視点をは

っきりさせることが重要だというのが私の主張で

す。

これまでの施策や教育のなかに「関係的差別」

という視点が決定的に欠落していたこと。そこに、

（1）部落住民と近隣住民を「公的に区分する」こ

とから生ずる弊害にたいして十分な対応（予防策）

がとれなかったことや、また、（2）もっぱら差別

意識の解消をめざしてなされる教育や啓発活動の

はらんでいる限界性がいまだに克服できずにいる

ことの、主たる原因があるようにおもいます。

それでは、「関係的差別」とは、いったいどのよ

うな事柄を意味しているのでしょうか。それを私

は、ここで、つぎのように定義したいとおもいま

す。

①「関係的差別」とは、私たちがこの社会のな

かでとりむすんでいるさまざまな関係性（そのな
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に思いをいたすことができなかったのではないで

しょうか。

「差別する者であると同時にされる者」としての生

の倫理

ただ、誤解のないように申しそえておけば、私

はたしかに、部落に住む人びとと部落外に住む人

びととの関係性をあらたにつくりあげていくこと

が大事だと考えています。しかし、だからといっ

て、＜関係性の変革＞によって＜差別のない人と

人との関係性＞をつくりだすことができる（ある

いは、つくりださなくてはならない）などとはま

ったく思っていません。

さきに述べた「関係的差別」という考え方から

導かれるのは、むしろ、それとは正反対の認識で

す。

「私たちがある種の関係性のなかにおかれると、

個々人のなかの偏見や差別意識の有無とは無関係

に、差別に加担させられたり、差別をひきおこし

てしまうことがある」という表現にもあるように、

この社会に生きている以上、私たちは、いつ、な

んどき、差別する（あるいは、差別される）側に

なるか（なっているか）わからないし、そうした

状況から自分の意志だけで抜けだすのは本来的に

不可能である、というのが「関係的差別」にかん

しての基本認識なのです。

そして、「関係的差別」という考え方が、ある種

の立場の人たちにとってきわめて衝撃的であると

すれば、それは、従来の同和（人権）教育とまっ

こうから対立しかねない、つぎのような人間観を

背後にたずさえているからです。

その人間観を簡潔に要約すれば、《人間とは差

別をする存在である》ということにつきます。

これまで学校教育（や啓発の場）では、もっぱ

ら「差別をしない人」になることが求められてき

ました。子どもたちには、つねに、作文のなかで、

かには、近隣・学区・町内・むら内などでのロー

カルな関係性や、職場・学校・仕事・自治体・法

律などにかかわるある種の制度的な関係性や、夫

婦・親子・親戚などのプライベートな関係性等々

といった多様なものがふくまれる）が原因となっ

てひきおこされる差別のことです。

②「関係的差別」の特徴は、私たちがある種の

関係性のなかに置かれると、個々人のなかの偏見

や差別意識の有無とは無関係に、差別に加担させ

られたり、差別をひきおこしてしまうことがある、

という点にあります。（逆にいえば、たとえ私たち

が差別意識をもっていたとしても、ある種の関係

性のなかにあっては、差別をひきおこすのを未然

に防ぐことができる、ということでもあります。）

③したがって、私たちが「関係的差別」に向き

あい、また、対応していくためには、自分のおか

れた関係性がどのような性格のものであるかを的

確に判断するとともに、状況におうじてその関係

性のなかで（あるいは、その関係性にたいして）

臨機応変な働きかけをおこなっていけるような処

世の知恵を身につけておくことが、ぜひとも必要

だということです。

この手紙が、一貫してこの関係的差別という視

点に立ってかかれていることは、もはやあらため

て説明するまでもないでしょう。

これまでの「実態的差別」や「心理的差別」と

いう認識枠組みをもってしては、②や③で言及さ

れている事柄について考察すること自体、たいへ

ん困難であるといわざるをえません。

私たちの聞き取りに驚きの声をあげた小学校の

先生も、おそらく、そうした認識枠組み（このば

あいは、心理的差別の解消が第一の課題であると

する考え方）に縛られしまっているために、部落

に住む人びとと日常的な関係性をとり結んでいく

ことが、どれほど最重要な課題であるかという点



けっして自分は差別をしないという決意表明をか

くことが期待されましたし、先生たちも教室のな

かではもちろん、そとにあっても、自分は差別な

んかしていないし、したこともない、といった態

度を堅持しつづけなければなりませんでした。

しかし、そのことが、どれほどの自己欺瞞を、

ながいこと教師や子どもたちにたいして強いてき

たことでしょうか？

そんな白々しい思いをかかえながら演技するこ

とに、教師の側はともかくとして、子どもたちの

側では、とうの昔から嫌気がさしていたように思

います。

むしろ、同和（人権）教育にとって必要なのは、

（1）現代社会の諸制度（そのなかには、まず第一

に、教育制度がはいることはいうまでもありませ

ん）や私たちが日常的にとり結んでいるさまざま

な関係性が、いかに頻繁に差別をひきおこしてい

るかを教えることであり、さらに、（2）そうした

制度や関係性のなかにいるかぎり（もしくは、将

来、自分がそのなかにはいったときに）は、自分

も差別と無縁ではいられないことを自覚させて、

（3）そのときに、どのように対応すればよいかを、

具体的な状況に応じて自分で判断していける能力

を育てることだと思います。

たしかにこれは、従来の同和（人権）教育を、

一八〇度転換させることになるかもしれません。

しかし、このように考えることで、肩の荷がお

りたように感じられる先生方も、多いのではない

でしょうか。（また、じっさいのところ、とくに

（3）の部分については、本来の学校教育の範囲を

大きく超えるもののように思えます。）

とはいえ、こうした考え方の転換をおこなった

からといって、私たちは、けっして以前にくらべ

て楽になれるわけではありません。

私たちのうち、だれひとりとして、「差別をしな

い人」としての免罪符を手にできなくなってしま
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った以上、それぞれが、それぞれの仕方で、自分

が差別に加担している現実と向きあいつづけてゆ

かなければならないからです。

これは、いままでに比べると、いっそう辛いこ

とかもしれません。

でも、思い起こしてみてください。

部落に生まれたにもかかわらず、たまたま、住

所が部落外にあったために、物心がついたとたん、

部落名を名乗ることによって差別の対象にされて

しまう自分と、部落名を名乗らないことによって

差別に加担してしまう自分とのはざまに、自分の

意志にはかかわりなく、立たされつづけなければ

ならない子どもたちのことを。

そうした子どもたちが、好むと好まざるにかか

わらず、強いられている生き方の核にあるものを、

私は、《差別する者であると同時にされる者とし

ての生の倫理》と呼びたいと思います。

そして、そんな生き方のなかにこそ、差別問題

や人権問題にたずさわる私たちが、つねに準拠し

ていかなければならない貴重な指針があるように

思うのです。


